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「石油コンビナート等防災本部の訓練マニュアル」について（通知） 

 

消防庁では、有識者や実務者で構成される「石油コンビナート等防災体制検討

会」を開催し、防災本部の機能強化のための訓練のあり方について検討を行い、「石

油コンビナート等防災本部の訓練マニュアル」を取りまとめました。 

貴道府県におかれては、このマニュアルを活用し、石油コンビナート等防災本

部の訓練を実施していただきますようお願いします。 

また、防災体制の充実強化につきましては、「石油コンビナート等における防災

体制の充実強化等について（平成 26 年３月 27 日付け消防特第 47 号）」及び「石

油コンビナート等防災本部の機能強化のための訓練の充実について（平成 27年３

月 30日付け消防特第 44号）」も参考としていただきますようお願いします。 

なお、本通知について、貴道府県内の関係市町村（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対しても周知されるようお願いします。 

本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言

として発出するものであることを申し添えます。 

 

「石油コンビナート等防災本部の訓練マニュアル（平成 28年３月）」 

http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h27/sekiyu_bousaitaisei/manual/manual.pdf 

 

 

【問い合わせ先】 

消防庁特殊災害室  宮崎、大川 

電話 03-5253-7528（直通） 

Fax  03-5253-7538 

 

http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h27/sekiyu_bousaitaisei/manual/manual.pdf

